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第１章 業務概要 

１ 業務名称 

生駒市賃上げ促進給付金審査等業務 

２ 事業の背景・目的 

（１）背景 

奈良県における最低賃金は、令和２年度の 838 円から令和７年度には 1,051 円へと約 25％の急激な

上昇を記録しており、直近３年間においても過去最大級の引き上げが続いています。これに世界的な物

価高騰が加わった複合的なコスト圧力は、市内中小事業者の収益を著しく圧迫し、独力での賃上げ原資の

確保は限界に達しています。 

（２）目的 

本事業は、こうした難局に直面する市内事業者に対し、賃上げ原資の一部を直接的に支援することで、次

の３つの効果を実現することを目的とします。 

● 雇用の維持：従業員の離職を防ぎ、地域の雇用基盤を守る 

● 事業継続の確保：賃上げに伴うコスト増を吸収し、事業の安定運営を支える 

● 強靭な経営体質への構造転換：一時的な救済にとどまらず、将来にわたる経営力の強化を後押し

する 

３ 委託の趣旨 

上記「生駒市賃上げ促進給付金」（以下「給付金」といいます。）の支給にあたり、申請受付から審査、交付

決定補助、報告に至る一連の事務を外部委託するものです。 

受託者には、民間企業の専門ノウハウを活かし、公的書類に基づいた客観的かつ迅速な審査体制を構築

していただくことで、適正な給付の実行と事業者の利便性向上の両立を期待しています。 

【本事業の特徴】 

本給付金は、申請書が請求書を兼ねる「交付申請兼請求方式」を採用しており、交付決定がそのまま

給付額の確定および支払手続きに直結する仕組みとなっています。このため、審査段階での正確性が

極めて重要であり、受託者の審査品質が事業全体の成否を左右します。 

４ 給付金制度の概要 

受託者が業務の全体像を的確に把握できるよう、給付金制度の骨格を以下に示します。 

（１）対象者 

生駒市内で事業活動を行う中小企業者等（中小企業基本法上の中小企業者、NPO 法人、社会福祉法人、

医療法人等で従業員 100 人以下の法人を含みます。）であって、親族外の常用従業員を１名以上雇用し、

市税に滞納がないことが要件です。 
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（２）申請区分（２つのルート） 

本制度には、事業者の拠点形態に応じた２つの申請区分があります。審査の流れ・必要書類・算定方法が

異なるため、受託者はこの区分を正確に理解する必要があります。 

区分 定義 審査範囲 算定方法 

A ルート  

（第１号認定） 
※以下「Aルート」

と表記する 

登記上の本店が生駒市内に

ある事業者（または「実質本

店」認定を受けた事業者） 

企業全体の従業員（国内

の事業所に勤務する者。

市外勤務者を含み、海外

拠点勤務者を除く。） 

３階建て引き算ロジック

（書類 A・B・C から算

出） 

B ルート 

 （第２号認定） 
※以下「Bルート」

と表記する 

本店は市外だが、市内に物

理的な事業所（支店・店舗・営

業所等）を有する事業者 

市内事業所に常時勤務す

る従業員のみ 

名寄せ積み上げロジック

（書類 E・F から算出） 

（３）賃上げ要件 

対象期間：令和７年 12 月１日から令和８年 12 月 25 日までの間に実施された賃上げが対象です。 

審査対象代表者（最も人数の多い雇用形態の中で最も時給の低い従業員１名）を選出し、以下の基準で判

定します。なお、「審査対象代表者」は会社の法的代表者（代表取締役等）とは異なります。 

雇用形態 昇給率要件 下限時給要件 

正規従業員 基本給で 2.5％以上 
時給換算で 1,060 円以上 

非正規従業員 時給換算で 7.5％以上 

※ 現時点では、下限時給要件の賃金定義は最低賃金法第４条に基づき、基本給および固定手当を対象と

し、残業代・通勤手当・家族手当等の変動給や実費は除外を想定しています。 

（４）給付額 

対象従業員数に応じて 100,000 円（1～4 人）から上限 1,750,000 円（240 人以上）までの定額制

です。詳細は、仕様書巻末の「給付額一覧表」を参照してください。１事業者につき１回限りの交付となり

ます。 
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第２章 履行条件 

１ 履行期間 

契約締結日から令和９年（2027 年）２月 28 日まで 

各工程の期間は以下のとおりです。 

工程 期間 主な業務内容 

① 準備期間 契約締結日～令和８年５月 31 日 

実施計画書の策定、オンライン申請システム

の構築、問い合わせ窓口設置準備、広報媒

体の制作・配布、事業者への制度周知 

② 申請受付期間 
令和８年６月１日（月）～令和８年

12 月 25 日（金） （208 日間） 

申請の受付、書類審査、不備対応、問い合わ

せ窓口運営、進捗報告 

③ 事務処理期間 
令和８年 12 月 26 日～令和９年

２月 28 日 

最終審査の完了、不備解消、市への結果報

告、データ取りまとめ、成果物納品 

２ 履行場所 

受託者の指定する場所（セキュリティ対策が講じられた国内の事業所に限ります。） 
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第３章 業務内容 

受託者が実施する業務は以下の７つで構成されます。各業務の具体的な要件を順に説明します。 

１ 全体計画および管理業務 

（１）実施計画書の作成 

契約締結後速やかに、以下の事項を含む実施計画書を作成し、委託者の承認を得てください。 

○ 業務遂行体制（組織図・責任者・担当者の配置） 

○ スケジュール（準備・受付・審査・納品の各工程の詳細日程） 

○ セキュリティ対策（情報の取扱い方針・アクセス管理等） 

○ 品質管理手法（チェック体制・エラー防止策等） 

（２）進捗管理・報告 

週次および月次で、以下の項目を含む進捗報告を委託者に行ってください。 

○ 申請件数（ルート別）・審査完了件数・不備件数・不備解消率 

○ 問合せ件数・問合せ内容の傾向分析 

○ 交付決定見込額の推移 

２ 広報・周知支援業務 

（１）特設ウェブサイト（LP）の作成・運用 

以下の要素を備えた、レスポンシブ対応（閲覧端末の画面サイズに応じて表示が最適化されるデザイン）

のウェブサイトを開設し、申請受付期間中は運用してください。 

● 制度概要・申請区分（A ルート／B ルート）のわかりやすい解説 

● 必要書類の一覧と取得方法の案内（書類ごとに「なぜ必要か」「どこで取得するか」を記載） 

● FAQ（問合せ実績を踏まえた随時更新） 

● 各種様式のダウンロード機能 

※ 申請者が短時間で要点を把握できるよう、内容がひと目でわかるページ構成とし、申請フォームへの

導線を明確にしてください。 

（２）広報媒体の制作・納品 

以下の広報物を制作し、委託者の指定する場所へ納品してください。配架・掲示は、委託者が実施します。 

媒体 数量 デザイン上の留意点 

ポスター（A2 または A3） 30 部 

事業者の目に留まりやすく、給付のメ

リットや申請の流れが即座に伝わる視

認性の高いデザインとすること 

チラシ（A4 両面カラー） 3,000 部 同上 
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３ オンライン申請システムの構築・運用 

以下の機能を備えた申請システムを構築してください。 

（１）必須機能（実装が必要な機能） 

①申請受付フォーム 

申請者情報（会社名、所在地、申請区分、従業員人数、メールアドレス等）及び申請にあたって必要な入力

項目の入力ができる機能およびデジタルデータ（PDF,カメラやスキャナーで撮影した画像、Word, 

Excel, PowerPoint などのオフィスデータ）などを添付書類としてアップロードできる機能を実装して

ください。 

なお、実装にあたっては、利用者の利便性と審査の正確性を確保してください。 

②セキュリティ 

通信の暗号化、不正アクセス防止、定期的なバックアップ等の措置を講じてください。特に個人情報およ

び賃金情報等を保護するための安全管理措置を徹底してください。 

（２）期待機能（必須機能ではないが実装を期待する機能） 

自動計算・エラーチェック機能 

以下のロジックをシステムに組み込み、入力段階でのミスを最小化することが望ましいです。以下以外で

も申請者の申請に資する機能があれば提案してください。 

● A ルート：３階建て引き算方式による人数算定（１階＝書類 C - 役員 C、２階＝書類 B - １階の

値、３階＝書類 A 人員 - 書類 B 人員 - 役員 A） 

● B ルート：名寄せ積み上げ方式による人数算定（書類 E・F の突合） 

● 給付額の自動算定 

● 計算結果がマイナスになった場合の警告表示（役員数の申告漏れの可能性を案内） 

４ 問い合わせ窓口の運営 

（１）開設期間・時間 

● 開設期間：申請受付開始日（令和 8 年 6 月 1 日）から令和 9 年２月中旬（最終支払い後まで） 

※申請受付は１２月２５日まで、審査事務は１月１５日までに完了予定 

● 対応時間：平日９時 00 分から 1７時 00 分 

※土日祝日および１２月２９日から１月４日を除く 

（２）対応方法 

● 電話および電子メールによる問い合わせ受付を必須とします。 

● 対面による窓口応対の実施可否については、利用者の利便性とコスト効率を考慮した具体的な

提案を行ってください。 

（３）対応上の留意点 

本制度は２つの申請ルートがあり、必要書類や算定方法が異なるため、利用者からの問合せ対応には制
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度の正確な理解が不可欠です。特に以下の点について、利用者に対してわかりやすく説明できる体制を

整えてください。 

● A ルート／B ルートの判定方法と必要書類の違い 

● 「審査対象代表者」の意味（会社の代表取締役ではなく、最安時給者であること） 

● 役員数の申告の重要性（社保加入役員の申告漏れによる計算エラーの防止） 

● 賃金の定義（除外手当の説明。総支給額の増減ではなく固定給ベースで判定すること） 

（４）FAQ の管理 

問合せ内容を集計・分析し、適宜 LP の FAQ へ反映させてください。 

５ 申請受付および審査業務 

構築したオンライン申請システムにより申請を受け付け、以下の審査を実施してください。 

審査にあたっては、形式審査に加え、公的書類との突合による実質審査を行うことが求められます。 

なお、申請件数は約 400 件を想定しています。 

（１）形式・要件審査 

1. 提出書類の過不足確認および申請区分の判定（A ルート／B ルート） 

2. 履歴事項全部証明書（書類０）による本店所在地の確認。登記上の本店が市外の場合は、以下の

実質本店認定要件を精査すること。 

※実質本店認定要件は、以下のすべてに該当することとします。 

 (1) 代表権を有する役員が市内の事業所に常駐し、経営上の意思決定が行われていること。 

(2) 全従業員数の過半数が市内の事業所に勤務していること。 

(3) 直近の法人市民税において、課税標準の分割基準となる従業者数が、他の市区町村と比 

較して本市において最多であること。 

3. 不交付要件（みなし大企業、市税滞納、暴力団関係、政治団体・宗教法人、指定管理者専業事業者

等）への非該当確認 

4. 中小企業者等の定義への該当確認（業種別の資本金・従業員基準の照合） 

（２）従業員数の算定 

申請区分に応じた以下の算定ロジックを正確に適用してください。 

【A ルート：３階建て引き算方式】 

１階（正規）＝ 書類Ｃ（標準報酬決定通知書）の被保険者数 - 役員Ｃ 

２階（非正規・中）＝ 書類Ｂ（労働保険料申告書）の雇用保険被保険者数 - １階の値 

３階（非正規・短）＝ 書類Ａ（法定調書合計表）の俸給等人員 - 書類Ｂの人数 - 役員Ａ 

 

【重要】社会保険加入役員（役員Ｃ）の控除を忘れると２階の計算がマイナスになります。申請者に役員

数の申告を必ず求め、整合性を確認してください。 



 

生駒市賃上げ促進給付金 審査事務委託業務 仕様書  8 / 14 

 

【B ルート：名寄せ積み上げ方式】 

１階（正規）＝ 書類Ｅ（事業所別被保険者台帳）記載者のうち、書類Ｆ（賃金台帳）で社保控除が確認で

きる人数 - 役員Ｃ 

２階（非正規・中）＝ 書類Ｅの総人数 - １階の値 

３階（非正規・短）＝ 書類Ｆの総人数 - 書類Ｅの総人数 

（３）賃上げ要件の判定 

1. 確定した１階・２階・３階の人数を比較し、最多区分から「最安時給者」を１名選出する（＝審査対象

代表者）。 

2. 賃金台帳等（書類 G または B ルートの書類 F）で昇給前・後の基本給を照合し、昇給率を判定し

てください。 

3. 最低賃金法第４条に基づく賃金定義を遵守し、残業代・通勤手当・家族手当等の変動給は除外し

て下限時給要件を判定してください。 

（４）不備対応 

1. 提出書類に不備または疑義がある場合は、速やかに申請者へ連絡し、相当の期間（原則 14 日以

内）を定めて補正を求めてください。 

2. 補正期間が経過しても補正がなされない場合は、不交付決定の手続きを行ってください。 

3. 専門用語を避けた分かりやすい説明を行い、申請者が円滑に不備を解消できるよう支援してく

ださい。 

６ 交付決定およびデータ作成業務 

（１）審査結果の確定 

審査完了案件について、交付決定候補者リストおよび不交付決定候補者リストを作成し、委託者の承認を

得てください。 

（２）通知書の作成 

以下の通知書を作成し、委託者へ送信してください。 

● 交付決定通知書兼額の確定通知書：交付決定案件 

● 不交付決定通知書：不交付決定案件 

（３）振込用データの作成・納品 

審査完了後、速やかに本市が指定するデータ形式に基づき、振込用データを作成し、納品してください。

なお、振込先口座については、申請画面の入力情報と「通帳の写し（書類 H）を照合し、相違が振込先は申

請書兼請求書に記載され、通帳の写し（書類 H）で確認された指定口座とします。 

７ 書類保存および引継ぎ 
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（１）電子化および保存 

提出された全ての申請書類および証拠書類を電子化し、検索可能な状態で整理・保存してください。 

（２）保存期間の遵守 

本事業に係る関係書類は、令和１４年（2032 年）３月 31 日まで保存に耐えうる形式で納品してくださ

い。 

第４章 申請書類の体系（参考） 

受託者が審査業務の全体像を理解するための参考として、申請者が提出する書類の体系を以下に示しま

す。 

１ A ルート（第１号認定：市内本店）の提出書類 

記号 書類名称 発行元 審査での用途 

【書類０】 履歴事項全部証明書 法務局 
本店所在地・代表権の確

認 

【書類Ａ】 法定調書合計表 税務署提出の控え 
全社従業員数（３階計算

の基礎） 

【書類Ｂ】 労働保険料申告書 労働局提出の控え 
雇用保険被保険者数（２

階計算の基礎） 

【書類Ｃ】 標準報酬決定通知書 年金事務所 

社保加入者数（１階計算

の基礎） ★役員数の申

告が必須 

【書類Ｄ】 市税納税証明書 生駒市役所 市税滞納なしの確認 

【書類Ｇ】 賃上げ確認書類 自社作成 
審査対象代表者の昇給

実績確認 

【書類Ｈ】 振込先口座確認書類 通帳写し等 振込先口座情報の照合 

２ B ルート（第２号認定：市内事業所）の提出書類 

記号 書類名称 発行元 審査での用途 

【書類０】 履歴事項全部証明書 法務局 法人格・代表権の確認 

【書類Ｅ】 事業所別被保険者台帳 管轄ハローワーク 
市内事業所の在籍者数

（名寄せの基礎） 

【書類Ｆ】 賃金台帳（市内全員分） 自社作成 
市内全従業員の把握・社

保有無の確認 

【書類Ｄ】 市税納税証明書 生駒市役所 市税滞納なしの確認 

【書類Ｈ】 振込先口座確認書類 通帳写し等 振込先口座情報の照合 

【書類Ｉ】 市内事業所の所在証明 開業届の控え 市内拠点の存在確認 ※
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納税証明で確認可の場

合は省略可 

第５章 企画提案において求める事項 

本事業を円滑に遂行し、質の高いサービスを提供するため、以下の事項について具体的かつ実効性のあ

る提案を行ってください。 

１ 制度周知および利便性向上のための工夫 

1. 市内事業者に制度を網羅的に周知し、円滑な申請を促進するための効果的な広報手法およびス

ケジュール（市の広報誌・SNS 等との連携を含む）。 

2. 申請フォームにおける入力のしやすさおよび誤入力防止のための画面設計上の工夫。特に、A ル

ート・B ルートの切替え、役員数の申告漏れ防止、計算結果の即時フィードバック等に関する具体

策。 

２ 事業者および市への対応体制 

1. 事業者に対し、専門用語を避けた平易な説明や、不備発生時の丁寧なサポートを行う体制。 

2. 市との密な連絡体制の構築、判断に迷う事例（実質本店の認定、賃金定義のグレーゾーン等）が

発生した際の迅速な協議ルール、および市の管理負担を軽減する報告手法。 

３ 正確性の確保およびリスク管理 

1. 複雑な書類審査において過誤を防止するための多重チェック体制（ダブルチェック等）および具

体的な品質管理の仕組み。 

2. 申請集中時においても業務遅延を発生させない人員配置および進捗管理計画。 

3. システム障害、情報漏洩、災害等の緊急時における事業継続計画（BCP）および対応フロー。 

４ その他 

本審査内容及び業務内容について、改善や改良の必要があれば積極的に提案をしてください。 
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第６章 役割分担 

本業務における委託者（生駒市）と受託者の役割分担は以下のとおりです。 

業務区分 受託者 委託者（生駒市） 

周知・広報 
LP 作成、広報媒体制作 申請フォーム

の画面設計 追加広報手法の提案 

公式 HP 連動・掲載 公共施設での広

報物配布 

受付・審査 

システム構築・運用 書類審査・不備解

消対応 審査対象代表者の選定 賃上

げ要件判定 

最終確認・承認 特例的な疑義判断 

交付・不交付決定 
審査結果リスト（候補）の作成・報告 進

捗管理・報告書作成 

交付決定通知の発送  

不交付決定通知の発送 

給付金支払 振込用データの作成・納品 振込実行（支給） 

管理・保存 
審査書類の電子化・整理 報告書・成果

物の作成・納品 
最終データの保管 

第７章 情報セキュリティおよび個人情報保護 

１ 法令遵守 

受託者は、個人情報の保護に関する法律、生駒市個人情報保護条例および生駒市情報セキュリティポリシ

ーを遵守し、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはなりません。契約終了後も同様とします。 

２ 安全管理措置 

個人情報を含むデータの取扱いについては、アクセス制御、持出し禁止、暗号化等の物理的・技術的な安

全管理措置を講じてください。 

３ 再委託の制限 

本業務の全部または主要な一部を第三者に再委託することは原則禁止とします。ただし、あらかじめ書面

により委託者の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

第８章 成果物 

受託者は、以下の成果物を指定期日までに委託者へ提出してください。 

成果物 提出期限 

実施計画書 契約締結後 14 日以内 

週次・月次進捗報告書 毎週・毎月の指定日 

交付決定者データおよび振込データ 委託者の指定する日（複数回） 

事業完了報告書 履行期間終了日まで 

審査関連書類一式（電子データ） 履行期間終了日まで 
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第９章 その他留意事項 

１ 正確性の担保 

公的書類に基づいて正確に人数および賃金を確認することが本業務の根幹です。特に、A ルートの３階

建て引き算方式における役員控除や B ルートの名寄せ突合は、計算ミスが給付額に直結するため、過誤

を排除する確実な体制を構築してください。 

２ 最低賃金改定への対応 

2026 年 10 月頃に予定される最低賃金の改定に合わせて、スムーズにシステムおよび審査基準（下限

時給判定等）を更新できる体制を整えてください。 

３ 予算の効率性 

予算上限額の範囲内で、IT 技術の活用等によりコストを抑制しつつ、高品質な業務遂行を実現するバラ

ンスの取れた提案を行ってください。 

４ 契約不適合責任 

審査過誤により過払いや未払い等の損害が生じた場合、その原因が受託者の責めに帰すべき事由による

ものであるときは、受託者はその損害を賠償する責任を負います。 

５ 関係法令等 

本業務の遂行にあたっては、以下の法令・規則等を遵守してください。 

● 生駒市賃上げ促進給付金交付要綱（※契約後提示します。） 

● 生駒市補助金等交付規則（平成 20 年 10 月 規則第 19 号） 

● 最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号） 

● 個人情報の保護に関する法律 

● 生駒市個人情報保護条例 

● 生駒市情報セキュリティポリシー 

以上 
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（参考）給付額一覧表 

 

対象従業員数（算定人数） 給付金額（円） 

１人 ～ ４人 １００，０００円 

５人 ～ ９人 １４０，０００円 

１０人 ～ １９人 ２２０，０００円 

２０人 ～ ２９人 ３００，０００円 

３０人 ～ ３９人 ３７０，０００円 

４０人 ～ ４９人 ４２０，０００円 

５０人 ～ ５９人 ４７０，０００円 

６０人 ～ ６９人 ５００，０００円 

７０人 ～ ７９人 ５７０，０００円 

８０人 ～ ８９人 ６４０，０００円 

９０人 ～ ９９人 ７２０，０００円 

１００人 ～ １０９人 ７７０，０００円 

１１０人 ～ １１９人 ８４０，０００円 

１２０人 ～ １２９人 ９１０，０００円 

１３０人 ～ １３９人 ９８０，０００円 



 

生駒市賃上げ促進給付金 審査事務委託業務 仕様書  14 / 14 

１４０人 ～ １４９人 １，０５０，０００円 

１５０人 ～ １５９人 １，１２０，０００円 

１６０人 ～ １６９人 １，１９０，０００円 

１７０人 ～ １７９人 １，２６０，０００円 

１８０人 ～ １８９人 １，３３０，０００円 

１９０人 ～ １９９人 １，４００，０００円 

２００人 ～ ２０９人 １，４７０，０００円 

２１０人 ～ ２１９人 １，５４０，０００円 

２２０人 ～ ２２９人 １，６１０，０００円 

２３０人 ～ ２３９人 １，６８０，０００円 

２４０人以上   １，７５０，０００円（上限額） 

 

 


